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司法行政文書不開示通知書

令和元年12月10日付け（同月12日受付，第014551号）で申出のあり

ました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示しないこととしましたので

通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

72期司法修習生のうち，戒告処分を受けた人の数が分かる文書

2 開示しないこととした理由

1の文書は，作成又は取得していない。
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